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おはようございます。 

  委員・推進委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しいところ、総会にご

出席いただき誠にありがとうございます。 

  本日は、農振除外の案件がございますので、市の農業振興課から杉山課長をはじめ、

職員の方に出席いただいております。この後、議案の説明がありますのでよろしくお

願いいたします。 

  また、総会終了後には役員会を予定しておりますのでスムーズな進行にご協力くだ

さいますようお願い申し上げます。 

  本日、欠席の届け出が、１４番、田村誠市委員から出ております。 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第４０回大仙市農業委員会総会」

を開催いたします。                 (午前９時００分 開会) 

  会長からご挨拶を頂戴いたします。 

 

   （会長挨拶） 

 

  ありがとうございました。 

 会議に先立ち出席委員数をご報告させていただきます。 

   ただいまの出席者は２２名となっております。 

  会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総会は成立していることをご

報告申し上げます。 

 

  次に、前回６月８日の総会から本日までの主な業務報告を申し上げます。 

  お手元に配付しております「第４０回総会までの業務報告書」をご覧願います。 

  ６月８日に「第３９回農業委員会総会」を、委員２０名、推進委員１名の出席をい

ただき、ここ神岡農村環境改善センターにおいて開催しております。 

  ６月１５日に「大仙市農業振興地域整備促進協議会」が大曲庁舎で開催され、会長

が出席しております。本日、議案として上程されております農業振興地域整備計画の

変更についてご協議いただいております。 

  その他の業務につきましては、配付いたしました資料のとおりとなっておりますの

で、ご確認いただきたいと存じます。以上で、主な業務報告といたします。 

 

  それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたしま 

す。 

 

  本日の会議を開催します。 

初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議ござい 

ませんか。 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、１９番、鈴木正雄委員、２０番、渡敏雄委員の両名を議事録署名委員

に指名いたします。 

 

議案第１号の「大仙農業振興地域整備計画の変更に対する意見について」を議題と

します。 

 

   議案第１号大仙農業振興地域整備計画の変更に対する意見について 

大仙農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更について、農業振興地域の 

整備に関する法律施行規則第３条の２の規定に基づき、大仙市長より大仙市農業委員

会会長あて諮問があったので意見を求める 
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令和５年７月６日 提出 

               大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

農業振興課の説明を求めます。 
 

ただ今、ご紹介いただきました農業振興課の杉山と申します。日頃より市の農業施 

策につきましては農業委員の皆様、最適化推進委員の皆様から、多大なるご理解、ご

協力をいただきありがとうございます。 
今月でこの場を離れる方が、１０名程いらっしゃると伺っております。これまでの

実績に対しまして厚くお礼申し上げます。また今後もそれぞれの立場から、市農政に

ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
本日は、農業振興課から私と、藤本主任、神岡支所農林建設課の高橋主任の３人で、

議案の説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 
はじめに、議案第１号については、大仙農業振興地域整備計画の変更ということで

お諮り申し上げますが、変更の概要といたしましては、大曲、神岡地域の除外案件５

件でございます。 
計画の変更にあたりましては、大変お忙しい中、地元の農業委員や農地最適化推進

委員の皆様に現地確認を頂いたほか、去る６月２日に大仙農業振興地域整備促進協議

会幹事会、６月１５日には大仙農業振興地域整備促進協議会を開催し、計画の妥当性

など様々な要件に照らしあわせて協議を行ったところであり、各案件の除外について

やむを得ないものとの結論に至っております。 
この後、全体概要については担当の藤本主任から。各事案の詳細については各地域

の担当により順次ご説明させて頂きますのでよろしくお願いいたします。 
 

担当の農業振興課藤本と申します。よろしくお願いいたします。 

ここからは、座ってご説明させていただきます。 

各地域の説明に入ります前に、全体の概要についてご説明いたします。 

お手元の議案書第１号、１、２ページ、総会議案資料の１ページから１０ページま

でになります。 

今次、令和５年度前期分の計画変更につきまして、除外案件５件となっております。 

変更する農地は田２６筆、面積は、２４，９３９平方メートルです。除外後の用途に

つきましては、住宅用宅地１件、車両及び資材置場が２件、共同墓地が 1 件、店舗が

１件です。 

除外にあたりまして、農用地区域から除外するための要件が一部変更となっており

ます。『補足資料＿農業振興地域からの除外要件について』と書かれた資料をご覧く

ださい。 

昨年度までは５つの要件でしたが、今年度から要件第２号、「農業経営基盤強化促

進法、いわゆる基盤法第１９条第１項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼさない

こと」が追加され、６要件となりました。 

但し、現時点では地域計画が未策定であり、令和６年度末までに策定予定であるた

め、当該要件について今回は検討不要となります。 

また、この農振除外６要件に加え、農地法による転用許可の見込みについても含め、

総合的に判断いたしております。 

各案件につきまして、大曲、神岡地域の順で担当より、ご説明させていただきます

ので、よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

 

それでは、はじめに大曲地域の除外案件についてご説明申し上げます。 

案件１番についてご説明いたします。総会議案資料につきましては、１、２ページを

ご覧ください。 
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申出地は、飯田○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル外、田 

１６筆、合計面積○○○○○○平方メートルです。 

申出者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん外、８名、計画

者は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○

○○○○さんです。 

除外後の用途は特定建築条件付き住宅用宅地です。 

申し出理由といたしまして、当該地は、住宅地に隣接しており、商業施設や、病院

等からも近く、住環境に優れ、購買需要を満たし、かつ一定の広さを確保できる用地

であることから、分譲住宅地６６区画の造成等を行うため、農用地区域から除外する

ものです。 

当該地の北側は宅地、西側は市道、南側及び東側は一団の農地があり、当該変更に

より分断、孤立する農地もなく、農地の集団化等に影響を及ぼすおそれはないと判断

しております。 

造成後、雨水は自然流下及び水路放流し、住宅建築後の生活排水は公共下水道によ

り処理するため、土地改良施設等の機能に支障を及ぼすおそれはないと判断しており

ます。 

土地改良事業については、国営造成土地改良施設整備事業が平成１４年度に終了し

ており、完了後８年以上経過しております。また、関係土地改良区等とは調整済みで

す。 

農地転用における立地基準につきまして、当該地は、第３種農地における公共施設

等の整備状況に達することが見込まれる農地で、大仙市役所南庁舎からおおむね 

５００メートル以内の区域内の農地であることから、第２種農地と判断できます。 

なお、おおむね５００メートルの範囲に当該地南側の一部が入りませんが、農地法

施行規則第４５条第２号の規定により、南庁舎を中心とする円で囲まれる区域の、面

積に占める宅地の割合が４０パーセントとなるまで最大１キロメートル、円の半径を

延長することができるため、当該基準に該当いたします。 

こちらは仙北地域振興局を中心として考えても該当いたします。 

第２種農地は、申請地に代わる周辺の土地で、事業の目的を達成できる同規模の非

農地または第３種農地が無い場合、許可することができます。 

また、第１種農地の不許可の例外である、集落に接続して設置されるものであるこ

とから、立地基準における許可要件を満たしていると判断いたしました。 

 

つづきまして案件２番についてご説明いたします。総会議案資料３、４ページをご

覧ください。 

申出地は、大曲○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートルです。 

申出者は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

計画者は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

除外後の用途は車両及び資材置場です。 

申し出理由といたしまして、計画者は個人で土木・設備工事業を営んでおりますが、

事業拡大により、車両・資材置場が必要となったことから、事務所兼自宅の近くにあ

る当該地に車両及び資材置場の設置を行うため、農用地区域から除外するものです。 

当該地の北側は市道、西側は事務所兼自宅がある下笑ノ口集落、南側及び東側は一団

の農地があり、当該変更により分断、孤立する農地もなく、農地の集団化等に影響を

及ぼすおそれはないと判断しております。 

造成後、雨水は自然流下とし、安定勾配の法面と緩衝地を設けるため、土地改良施

設等の機能に支障を及ぼすおそれはないと判断しております。 

土地改良事業については、国営造成土地改良施設整備事業が平成１４年度に終了し

ており、完了後８年以上経過しております。また、関係土地改良区等とは調整済みで

す。 

農地転用における立地基準につきまして、当該地は、おおむね１０ヘクタール以上
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の規模の一団の農地にある第１種農地と判断できます。 

第１種農地は原則許可できませんが、農地法施行規則第３３条第４号の規定によ

り、居住する者の日常生活上または業務上必要な施設で、集落に接続して設置される

ものであることから、立地基準における許可要件を満たしていると判断いたしまし

た。 

 

次に、案件３番についてご説明いたします。総会議案資料５、６ページをご覧くだ

さい。 

申出地は、戸蒔○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル外、田１

筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

申出者は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

計画者は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○、○○

○○○、○○○○さんです。 

除外後の用途は車両及び資材置場です。 

申し出理由といたしまして、計画会社は地質調査・土木設計コンサルタント業を営

んでおりますが、既存の賃貸駐車場が分散しており、不便であることから、当該地に

車両及び資材置場の設置を行うため、農用地区域から除外するものです。 

当該地の南側は宅地、東側は市道、北側及び西側は一団の農地があり、当該変更に

より分断、孤立する農地もなく、農地の集団化等に影響を及ぼすおそれはないと判断

しております。 

造成後、雨水は自然流下とし、安定勾配の法面を設けるため、土地改良施設等の機

能に支障を及ぼすおそれはないと判断しております。 

土地改良事業については、国営造成土地改良施設整備事業が平成１４年度に終了し

ており、完了後８年以上経過しております。また、関係土地改良区等とは調整済みで

す。 

農地転用における立地基準につきまして、当該地は、おおむね１０ヘクタール以上

の規模の一団の農地にある第１種農地と判断できます。 

第１種農地は原則許可できませんが、案件２番と同様に、日常生活上または業務上

必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、立地基準における許

可要件を満たしていると判断いたしました。 

 

次に、議案書２ページ、案件４番についてご説明いたします。総会議案資料７、８

ページをご覧ください。 

申出地は、下深井○○○○○○○○、地目は田、面積○○平方メートルです。 

申出者は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

計画者は、○○○○、○○○○○○○○、○○、○○○○さんです。 

除外後の用途は既存共同墓地の拡張です。 

申請理由といたしまして、計画団体は、当該地に隣接する共同墓地の維持管理を行

っていますが、既存墓地の一部が水路への土崩れ防止のために利用できなくなったこ

とから、当該地を既存墓地区画の代替地とするため、代表者所有の当該農地を農用地

区域から除外するものです。 

当該地の東側には市道、北側には一団の農地、西側及び南側は既存墓地があり、当

該変更により分断、孤立する農地もなく、農地の集団化等に影響を及ぼすおそれはな

いと判断しております。 

造成後、雨水は自然流下とし、擁壁を設けるため、土地改良施設等の機能に支障を

及ぼすおそれはないと判断しております。 

土地改良事業については、国営造成土地改良施設整備事業が平成１４年度に終了し

ており、完了後８年以上経過しております。また、関係土地改良区等とは調整済みで

す。 

農地転用における立地基準につきまして、当該地は、おおむね１０ヘクタール以上
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議 長 

の規模の一団の農地にある第１種農地と判断できます。 

第１種農地は原則許可できませんが、案件２、３番と同様に、居住する者の日常生

活上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、立地基準におけ

る許可要件を満たしていると判断いたしました。 

大曲地域についての説明は以上です。 

 

続きまして、神岡地域の除外案件５番についてご説明いたします。総会議案資料の

９、１０ページをご覧ください。 

申出地は、神宮寺○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル外、田４筆、

合計面積○○○○○平方メートルです。 

申出者は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

計画者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○、○○○○○、 

○○○○さんです。 

除外後の用途はコンビニエンスストア店舗の設置です。 

申し出理由といたしまして、申請地は国道１３号と県道６７号線の交差点に隣接し

ており、国道１３号線沿いの周辺区域にほかの店舗が無く、店舗設置により集客が見

込めることから、休憩所としてのイートインスペースを設けたコンビニエンスストア

の設置を行うため、農用地区域から除外するものです。なお、店舗設置後は、○○○

○○○○○○○○○へ貸し付けるとのことです。 

位置図及び周辺の土地利用図をご覧ください。当該地の西側、県道６７号線との間

に田がありますが、こちらも店舗の駐車場として転用予定です。県道の拡幅工事の際

に農業振興地域から除外済みであり、今回、農振除外の必要はありません。 

当該地の北側は国道、西側は県道、南側及び東側は一団の農地があり、当該変更に

より分断、孤立する農地もなく、農地の集団化等に影響を及ぼすおそれはないと判断

しております。 

汚水、排水は合併浄化槽で処理し、雨水は水路放流します。また、緩衝地を設け、

法面保護をするため、土地改良施設等の機能に支障を及ぼすおそれはないと判断しま

す。なお、隣接地に県河川がありますが、河川に排雪しないように土地改良区と覚書

を交わしております。 

土地改良事業については、県営かんがい排水事業が昭和６１年度に終了しており、

完了後８年以上経過しております。また、関係土地改良区等とは調整済みです。 

農地転用における立地基準につきまして、当該地は、おおむね１０ヘクタール以上

の規模の一団の農地にある第１種農地と判断できます。第１種農地は原則許可できま

せんが、農地法施行規則第３５条第４号の規定により、休憩所を一般国道又は都道府

県道の沿道の区域に設置する場合は例外的に許可することができます。コンビニエン

スストアにつきましても、長距離トラック等の休憩所として、駐車スペースやイート

インスペースを設ける場合は休憩所とみなすことができることから、立地基準におけ

る許可要件を満たしていると判断いたしました。 

以上、全案件についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願いいたします。 

 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。  
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ここで、農業振興課の職員が退席しますので、暫時休憩します。 
 午前９時３０分に再開します。 

 
休憩前に引き続き会議を再開します。 

                                           （午前９時３０分 再開） 
 

 議案第２号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 
 
 議案第２号農地法第３条の規定による許可申請について 
   農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 

 
                令和５年７月６日提出 
                 大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 
 

３ページ１番をご覧ください。 

農地の所在は、高関上郷○○○○○○○、地目が畑、面積○○平方メートル外、田

１筆、畑３筆、計５筆、合計面積○○○平方メートルです。 

贈与による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、８２歳、外１名です。 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６５歳です。 

申請理由につきまして、譲渡人の２人は兄弟で、申請地は共有となっています。お

ふたりとも高齢で耕作が難しいほか、兄が県外在住ということもあり、以前からこの

申請地を手放したいと考えておりました。しかし、面積が狭く不整形で耕作不便とい

うことから、売買では買い手が見つからなかったため、今回、贈与に切り替え近隣の

耕作者である佐藤さんに相談したところ、交渉がまとまったものです。 

 
８ページ６番をご覧ください。 

農地の所在は、大仙市高梨○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル 

外、田１筆、計２筆、合計面積○○○平方メートルです。 

売買による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６１歳。 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７３歳です。 

理由といたしましては、申請地は、譲受人の○○さんの宅地に隣接している農地に

なります。以前から畑として使いたいと考え、購入を希望していたもので、今回、譲

渡人の○○さんと話しがまとまったことから、申請するものです。売買価格について

は、総額○○○○○○○○円、１０アール当たりに割り返しますと、約○○○ 

○○○○○円になりますが、税金上の土地の評価額を参考のうえ決めたものになりま

す。 

 
１１ページ８番の説明をいたします。 

農地の所在は、太田町国見○○○○○○○、地目は田、面積○○○平方メートル、

外、田１筆、計２筆、合計面積○○○平方メートルです。 

贈与による所有権移転です。 

譲渡人は、○○○○○○○○○、○○○○さん、８３歳です。 

譲受人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、７０歳です。 

申出理由といたしまして、申請農地は、譲受人の○○さんの自宅に隣接しておりま

すが、逆に所有者の○○さんの自宅から離れているところにあり、以前より○○さん



 

9 
 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から了諾を得て、○○さんが耕作している農地になります。 

譲渡人の○○さんは、高齢になり農地の処分を考え、今回、無償で譲りたい旨を伝

え、話がまとまったものになります。なお、登記変更費用は、譲受人の○○さんが支

払うと伺っております。 

 
議案第２号につきましては、ただいま説明いたしました３件のほかに、使用貸借権

設定の更新５件がございます。 

１２ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

農地法第３条第２項各号には該当しない旨記載したもので、結果許可要件を満たし

ているものと考えます。 

よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 
説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

質疑無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 
 
 

次に、議案第３号の「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 
 議案第３号農地法第３条の規定による許可申請について 
   農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める 

 
                令和５年７月６日提出 
                 大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 
 

  １３ページ、１番を説明いたします。 
位置図、配置図につきましては、総会資料１ページおよび２ページをご覧願います。 

農地の所在は、協和峰吉川○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○平方メート

ル、外、田２筆、計３筆、合計面積は○○○○○平方メートルです。 
申請人は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 
転用目的は植林です。 

理由といたしまして、申請地は周辺を山林に囲まれ、水はけも悪く耕作不便である

ことから、周辺の山林と一体として活用するため、スギ５７０本を植林するものです。

事前に申請にあたって、所管の仙北西森林組合と相談をしている案件になります。 
当該農地は、山林に隣接した山間に位置し、また農地の端部のため、農用地の集団

化、利用集積などに支障をおよぼすおそれはないと考えられ、中山間地域に存在する

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地であることから、第１種、第３          

種農地のいずれにも該当しない第２種農地と判断しました。 
転用の許可基準につきましては、第２種農地は、申請地にかわる周辺の土地で、事

業の目的を達成できる農地以外の土地や第３種農地がない場合許可できることから、

事業の目的や周辺の土地の状況を勘案した結果、許可要件を満たすと判断しました。 
また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たして
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議 長 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

いるものと判断いたしました。 
 
 

事務局の説明が終わりました。 
 これより現地調査された委員から補足説明をお願いいたします。 
 
 案件１番についてお願いします。 

 
１９番鈴木です。 

 先日事務局の方と一緒に現地確認してまいりました。 
この場所は川と山に囲まれた農地でありまして、草刈りなどが行われており、大変 

良く管理されておりました。ただ水田にするには用水路の条件が悪く、また日当たり

の悪い場所でした。更に、農機具等を運んでいくには非常に危険を伴う場所にあるこ

とから、今回の農地転用は妥当であると思われます。 
どうかよろしくお願いいたします。 

 
現地調査、大変ありがとうございました。 

 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
 

 質疑に入ります。質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 無いようですので、これより採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 

次に、議案第４号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の

承認について」を議題とします。 

 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５

条の改訂により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記

農用地利用集積計画の決定について意見を求める 

 

              令和５年７月６日 提出       
大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦  

 
議案第４号案件１９番を議題とします。 

 
 本案件は○番、○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により○○

委員の退席を求めます。 
（○○委員 退席） 

 
事務局の説明を求めます。 

 
 ２５ページの１９番を説明いたします。 

利用権を設定する農地は、大仙市花館○○○○○○○○、地目は田、面積○○○平 
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議 長 
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議 長 
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方メートル、外、田６筆、計７筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 
農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、８３歳です。 

秋田市山王四丁目１番２号、公益社団法人秋田県農業公社が借り受けます。 
秋田県農業公社から先ほどの農地を借り受ける方は、○○○○○○○○○○○○

○、○○○さん、７３歳です。 
期間は５年間、賃借料は１０アール当たり○○○○○○○円及び使用貸借で、賃借

料の違いは圃場の条件によるものです。 
申請理由として、○○さんが現在強化法で契約している農地を、中間管理事業に切

り替えるものです。 
ただいま説明いたしました１９番につきましては、農業経営基盤強化促進法の各要

件を満たしているものと考えられます。よろしくご審議くださるよう、お願い申し上

げます。 
 

説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 無いようですので、これより採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 ○番、○○委員の入場を求めます。 
（○○委員 入場） 

 
次に、議案第４号案件１番から１８番、２０番から３４番までを議題とします。 

 

事務局の説明を求めます。 
 

  １４・１５ページ３番について説明いたします。 

売買による所有権移転です。 

所有権を移転する農地は、太田町太田○○○○○○○○○○○、地目は畑、面積 

○○○平方メートル、外、田９筆、計１０筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○、○○○○○さん、９５歳です。 

所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、 

７０歳です。 

売買金額は、田が１０アール当たり○○円。畑が１０アール当たり○○○○○○○

円で、総額○○○円です。 

申出理由としまして、申請農地は現在、譲渡人の息子夫婦が自己保全管理している

農地で、譲渡人の○○さんは高齢になり息子夫婦も営農しないことから農地の処分を

考えておりました。 

譲受人の○○さんは、令和７年採択予定のほ場整備の集落役員を務めており、ほ場 

整備の話しから、○○さんから○○さんへ売買の相談があり、○○さんが買受に応じ

てくれたものです。 

なお、売買価格について、申請農地は荒廃が進んでおり、再生に労力を伴うことや

不整形であることなど耕作条件が悪く、当初、○○さんから無償で構わないとの申出

があったことから、売買価格が低くなっております。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 

 
１６ページの４番、５番について、関連がありますので一括して説明いたします。 
利用権を設定する農地は、大仙市東川○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○

平方メートル、外、田２筆、計３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 
利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７４歳、外

６名です。 
利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○

○、○○○○○、○○○○さんです。 
期間は１０年間、賃借料は１０アール当たり○○○○○○○円です。 
申請理由として、現在、○○○○さん個人の名義で借り受けて耕作している農地を、

新たに設立した、自身が代表を務める法人の名義に切り替えるものです。 

なお、当該法人は、認定農業法人の認定を受けており、また、来月以降の総会でも、

順次農地を借り受けていく予定です。 
 
  その他の案件についてご説明させていただきます。 

議案第４号につきましては、ただいま説明いたしました３件のほかに、所有権移転

２件、賃貸借権設定の新規１２件及び更新１６件がございます。 

  所有権移転における田の売買価格を説明するところですが、今回の説明案件以外は

すべて畑でしたので該当ございませんでした。 

  次に、賃貸借権設定における田の賃借料の金額でありますが、説明案件を除き、 

１０アール当たり○○○○○円から○○○○○○○円と若干の幅がございます。これ

については、ほ場等の条件や契約者双方の意向もあり、妥当な契約金額と推察してお

ります。 

  いずれも改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてい

るものと考えておりますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上

げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 

次に、議案第５号の「農用地利用集積等促進計画案の承認について」を議題と

します。 

 

議案第５号農用地利用集積等促進計画案の承認について 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条、及び第１９条の規定による農用地

利用集積等促進計画案について意見を求める 

             令和５年７月６日 提出 

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局の説明を求めます。 

 
３８ページ６番をご覧ください。 
農地の所在は、協和下淀川○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方メー
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

トル、外、田２筆、計３筆、合計面積は○○○○○平方メートルです。 
農地中間管理機構を利用した利用権設定です。 
農地の登記簿上の所有者は、○○○○○○○○○○○○○、○○○、○○○○さん

で、既に亡くなられている方です。 
公益社団法人秋田県農業公社が、所有者不明農地として借り受けます。 
秋田県農業公社から先ほどの農地を借り受ける方は、○○○○○○○○○○○○○

○○○○○、○○○○○、○○○○さんです。 

契約期間は１０年、賃借料は１０アール当たり○○○○○円です。 
申請理由といたしましては、○○○○さんは平成２９年に死亡しており、その後、

妻が令和３年に亡くなっています。以降、このほ場は、所有者不明農地となり、誰も

耕作する人がおらず、耕作が放棄されておりました。このままでは一団の農地の一部

である当該農地が耕作不可能になり、周辺に悪影響を及ぼすことが予想されました。

そのため問題を解決するため、この地区を担当する○○○○○○○○が中心となり、

調整のうえ、所有者不明農地の制度を活用することとし、今回、近隣を耕作する○○

○○○○が、借受人となることを申し出たものです。 

賃借料については、当該農地は耕作放棄されており、耕作できるようにするために

費用と労力がかかること、水害の常襲地帯であり条件が良いとは言えないことから、

１０アール当たり○○○○○円と低く設定されております。 
 

３９ページ７番と８番は関連がありますので、一括でご説明いたします。    

農地の所在は、大仙市高梨○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方メートル、 

外、畑１筆、計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

農地の所有者は、○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、６０歳、外１名です。

農地中間管理機構を活用した契約になりますが、受け手の変更になります。 

利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○ 

○○さん、２９歳です。        

 設定期間は、７番は１年７ケ月、８番が１年９ケ月で前契約の残期間になります。 

申請理由といたしましては、前の借受人は、○○○○○○○○○○○○○になりま 

すが、法人代表と借受人の○○○○さんは親子の関係になります。以前に、法人が借 

受者として契約していたものを、息子名義に変更する案件になります。○○○○さん 

は、昨年から新規就農者としてネギの作付けをしていますが、さらに経営面積を増や 

す計画としており、父に相談し、話がまとまったものになります。 

賃借料については、７番については、親子により使用貸借、８番につきましては、 

耕作不便な農地であることから○○○○○円となっています。また、７番、８番とも 

にネギを作付けするとのことで、畑として使用する予定であると伺っております。 

 
議案第５号につきましては、全８件のうち３件について説明させていただきまし

た。よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

無いようですので、これより採決いたします。 

本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 

次に、報告第１号の「農地法第６条第１項の規定(農地所有適格法人)による報告につい
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て」を議題とします。 

 

報告第１号、農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 

下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これを報告する 

  

                       令和５年７月６日 提出        

大仙市農業委員会 会長 細谷 精悦 

 

事務局より報告願います。 

 

 議案書の別冊ナンバー２、１ページから３ページをご覧ください。 

  記載の２６の法人からの報告がありました。 

  順に読み上げるところですが、総会時間の短縮のため、省略させていただきます。 

ご了承ください。 

  詳細につきましては、４ページから９２ページをご覧ください。 

  結果、全ての法人が農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 

以上報告といたします。 

 

 

これで本日の日程は全て終了いたしました。 

その他、事務局から何かございませんか。 

 

その他 

（１）大仙市農業委員会委員等の慶弔金及び災害見舞金に関する内規について 

（２）次回の総会について 

（３）７月３０日で退任される農業委員並びに農地利用最適化推進委員について 

（４）本日の総会終了後に開催される役員会について 

 

委員の方々から何かありませんか。 

 

無いようですので、以上をもちまして、第４０回大仙市農業委員会総会を閉会いたします。 

本日は、ご苦労様でした。 

 

                         （午前１０時１３分 閉会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


